
歩きたばこは、生駒市条例違反です !

防犯パ トロールで110個 (4月 ～8月 )も の吸殻を拾いました。

ず肺

|ふあ崚豪 iよ 、すィl違うノ、に火傷を11わせたり、衣‖‖を焦がしてしまったりする1可能rl

軸 羞行為で、他者のたばこの煙によるltl康 被liFも懸念さオlていますi

■本lifでは、このような問題を未然に防!liすることによって、喫煙する人としない人がおriぃに

安全で快適に過ごせる11活環境を確保するためこの条例をillll定 しました

◎ 器 攀 倅 鸞
歩 きたばこ

公共の場所において、歩子j中 に喫鯉したり、1い 行中に火のついたたばこを所持すること

路上喫煙 (止まつての喫煙 )

公共σ)1場 llllに おいて、IIJ一υ)1場所にとどまって喫煙した1)、 火υ)ついたたばこを,77持すること

公共 の場所

道 y各、広場、1さ |ホ|そσ)イ也のイ(特定多数υが、か利よ}|す る場府i

(室内又はこれに準ずる環境にある場 |〕 iを除くし,

市内全域の JA・共の場所での

歩きたばこを禁止 します。

下記条件を満たさなければ路上喫煙すること

はできません ,

0他者の通行の妨げと

ならない場所に停止するc

・自らの喫煙により

他人に煙を吸わせないようにする。

・吸い殻入れを使用する。
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し 替
ホ 止 路 上 喫 煙 の 詣lj 限


